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本
稿
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
歴
史
の
中
に
ウ
ィ
ー
ン
の
シ
ュ
テ
フ
ァ

ン
大
聖
堂
を
位
置
付
け
る
こ
と
で
、
ゴ
シ
ッ
ク
大
聖
堂
が
担
っ
た
象
徴
性

の
形
成
と
、
そ
の
受
容
態
度
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
ハ
プ
ス
ブ

ル
ク
家
の
歴
史
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
重
要
な
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
が
シ
ュ
テ

フ
ァ
ン
大
聖
堂
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
あ
る
ま
い
（
図
１
）。
聖
堂
の
大

部
分
は
、
十
四
世
紀
初
頭
か
ら
十
五
世
紀
後
半
と
い
う
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク

家
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
統
治
を
開
始
し
た
時
期
に
建
設
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
、

造
営
の
重
要
局
面
に
関
わ
っ
た
二
人
の
君
主
に
注
目
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、

大
公
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
（1339-1365

）
と
、
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世

（1415-1493

）
で
あ
る
。

　

こ
の
二
人
の
君
主
が
造
営
に
果
た
し
た
役
割
に
対
し
て
、
先
行
研
究
は

大
き
く
異
な
っ
た
評
価
を
下
し
て
い
る
。
ま
ず
大
公
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
は
、

シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
大
聖
堂
の
造
形
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
決
定
づ
け
た
人
物
と
見

な
さ
れ
る
1
。
こ
の
見
解
を
象
徴
す
る
の
が
、「
創
設
者
（Stifter

）」
と
い

う
大
公
の
渾
名
で
あ
ろ
う
2
。
一
方
、
そ
の
百
年
後
の
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ

ヒ
三
世
は
、
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
の
計
画
を
実
行
し
た
人
物
と
見
な
さ
れ
3
、

い
わ
ば
「
遂
行
者
（Vollender

）」
に
す
ぎ
ず
、
皇
帝
に
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ

が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
評
価
さ
れ
る
4
。
例
外
的
に
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

三
世
の
主
体
的
な
意
図
を
認
め
た
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
゠
リ
ー
ガ
ー
で
す
ら
、

後
述
の
と
お
り
、
皇
帝
の
造
営
は
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
逸

脱
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
5
。
し
か
し
筆
者
は
、

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
の
目
論
見
が
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
の
計
画
を
超
え
る
も

の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
本
稿
で
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
の
造
営
施
策
の

再
検
討
を
通
じ
、
ゴ
シ
ッ
ク
大
聖
堂
が
ど
の
よ
う
に
君
主
の
権
威
の
表
象

 
 

権
威
表
象
の
遍
歴
と
ゴ
シ
ッ
ク
の
終
焉

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
史
の
中
の
ゴ
シ
ッ
ク
大
聖
堂
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手
段
と
し
て
の
役
割
を
変
化
さ
せ
た
か
考
察
す
る
。
な
お
以
下
で
は
、
カ

テ
ド
ラ
ル
昇
格
前
の
造
営
に
つ
い
て
論
じ
る
た
め
、「
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
聖

堂
」
と
の
呼
称
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

1.

大
公
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
の
造
営
コ
ン
セ
プ
ト

　

ル
ー
ド
ル
フ
四
世
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
権
力
の
象
徴
と
し
て
ゴ

シ
ッ
ク
大
聖
堂
を
建
設
し
た
。
具
体
的
な
検
討
の
前
に
、
同
家
が
オ
ー
ス

ト
リ
ア
を
統
治
す
る
以
前
に
お
け
る
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
聖
堂
の
役
割
を
確
認

し
て
お
き
た
い
。
本
聖
堂
は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
墓
所
に
由
来
す
る
。
こ
れ

が
や
が
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
聖
堂
と
な
り
、
さ
ら
に
一
一
四
七
年
に
は

パ
ッ
サ
ウ
司
教
区
管
轄
下
の
小
教
区
聖
堂
と
な
っ
て
、
パ
ッ
サ
ウ
大
聖
堂

と
同
じ
く
聖
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
に
捧
げ
ら
れ
た
。
次
い
で
一
一
八
〇
年
、
古

い
市
壁
が
取
り
払
わ
れ
て
ウ
ィ
ー
ン
の
街
区
が
拡
大
す
る
に
と
も
な
い
、

シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
聖
堂
は
都
市
構
造
の
上
で
も
ウ
ィ
ー
ン
の
中
心
と
な
っ
た

の
で
あ
る
6
。
ウ
ィ
ー
ン
の
発
展
と
と
も
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
公
だ
っ
た

バ
ー
ベ
ン
ベ
ル
ク
家
は
パ
ッ
サ
ウ
司
教
区
の
管
轄
下
か
ら
脱
し
て
司
教
座

へ
の
昇
格
を
目
論
む
よ
う
に
な
り
7
、
一
二
三
〇
年
か
ら
一
二
四
〇
年
頃
、

シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
聖
堂
を
建
て
替
え
た
。
だ
が
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
好
戦
公
が
歿

す
る
と
と
も
に
バ
ー
ベ
ン
ベ
ル
ク
家
が
途
絶
え
、
そ
の
後
オ
ー
ス
ト
リ
ア

の
支
配
者
が
次
々
と
交
代
し
た
こ
と
も
あ
り
、
司
教
座
昇
格
計
画
は
頓
挫

し
た
よ
う
で
あ
る
。
十
三
世
紀
末
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト

一
世
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
公
の
座
に
就
く
も
、
十
四
世
紀
初
頭
か
ら
始
ま
っ

た
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
聖
堂
の
内
陣
拡
張
を
率
い
て
い
た
の
は
、
市
民
で
あ
っ

た
可
能
性
が
高
い
8
。
な
ぜ
な
ら
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
政
権
は
い
ま
だ
安

定
せ
ず
、
造
営
に
力
を
注
ぐ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
聖
堂
の
造
営
に
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
と
し
て
積
極
的
に
介

入
し
た
始
ま
り
は
、
大
公
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
完
成

し
た
ば
か
り
の
内
陣
を
除
く
部
分
、
す
な
わ
ち
外
陣
と
南
北
両
塔
の
建
設

が
計
画
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
造
営
コ
ン
セ
プ
ト
に
は
、
ふ
た
つ
の
手

本
が
あ
っ
た
。
同
時
代
の
皇
帝
カ
ー
ル
四
世
が
建
設
し
た
プ
ラ
ハ
大
聖
堂

と
、
ロ
マ
ネ
ス
ク
期
の
諸
皇
帝
が
建
設
し
た
ラ
イ
ン
川
流
域
の
皇
帝
大
聖

堂
で
あ
る
（
図
2
、
3
）。
ま
ず
は
前
者
を
検
討
し
た
い
。
一
三
四
四
年
、

プ
ラ
ハ
の
大
司
教
座
昇
格
を
受
け
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
家
の
皇
帝
カ
ー
ル

四
世
は
大
聖
堂
の
拡
張
に
着
手
し
た
。
こ
れ
と
同
時
に
大
聖
堂
は
一
族
の

霊
廟
と
な
り
、
い
っ
そ
う
強
力
な
権
力
の
象
徴
と
な
る
9
。
そ
う
し
て
一

三
四
六
年
、
カ
ー
ル
四
世
は
ド
イ
ツ
王
に
選
出
さ
れ
、
そ
の
二
年
後
に
は

大
学
を
設
立
し
、
一
三
五
五
年
、
皇
帝
と
し
て
戴
冠
し
た
。
さ
て
、
皇
帝

の
娘
カ
タ
リ
ー
ナ
と
一
三
四
四
年
か
ら
婚
約
関
係
に
あ
り
、
一
三
五
三
年

に
結
婚
し
た
の
が
、
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
で
あ
る
。
姻
戚
関
係
に
も
あ
っ
た

カ
ー
ル
四
世
の
諸
施
策
が
、
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
に
よ
る
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
聖

堂
造
営
の
動
機
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
多
く
の
研
究
者
の
認
め
る

と
こ
ろ
で
あ
る
10
。
事
実
、
皇
帝
に
よ
る
施
策
を
模
倣
す
る
か
の
よ
う
に
、

ル
ー
ド
ル
フ
四
世
は
一
三
五
八
年
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
公
と
な
る
と
、
翌
年

シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
聖
堂
の
拡
張
に
着
手
11
、
一
三
六
五
年
六
月
に
は
教
皇
の

許
可
を
得
て
ウ
ィ
ー
ン
大
学
を
創
設
し
た
12
。
実
際
の
司
教
座
昇
格
が
実



ハプスブルク史の中のゴシック大聖堂

9

現
す
る
の
は
百
年
後
の
こ
と
で
は

あ
る
も
の
の
、
カ
テ
ド
ラ
ル
設
置

に
向
け
た
環
境
整
備
が
、
ル
ー
ド

ル
フ
四
世
の
第
一
の
施
策
で
あ
っ
た
。

　

第
二
に
、
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
は

諸
策
を
講
じ
て
、
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン

聖
堂
を
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
権
力

の
象
徴
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。

中
で
も
一
族
の
霊
廟
に
す
る
と
い

う
の
は
カ
ー
ル
四
世
の
プ
ラ
ハ
大

聖
堂
を
模
し
た
策
で
あ
り
、
シ
ュ

図2 プラハ大聖堂、主に14世紀、南面

図3 シュパイアー大聖堂、主に11世紀、南東面

図1 ウィーン、シュテファン聖堂、南西面

図4 フライブルク大聖堂、主に13～14世紀、
西面
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テ
フ
ァ
ン
聖
堂
で
は
一
三
五
九
年
頃
か
ら
内
陣
の
地
下
に
一
族
の
納
骨
堂

が
建
設
さ
れ
13
、
ま
た
同
時
に
大
公
夫
妻
の
横
臥
像
を
と
も
な
う
墓
碑
が

内
陣
中
央
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
墓
碑
彫
刻
以
外
に
も
、
後
述
す

る
西
の
二
重
礼
拝
堂
に
は
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
歴
代
君
主
を
描
写
し
た
ス
テ

ン
ド
グ
ラ
ス
が
飾
ら
れ
、
外
陣
南
北
扉
口
の
左
右
に
は
大
公
夫
妻
の
像
が

立
ち
並
び
（
図
5
、
6
）、
外
壁
に
は
皇
帝
カ
ー
ル
四
世
を
含
む
大
公
夫

妻
と
そ
の
両
親
た
ち
の
像
が
展
示
さ
れ
た
。
聖
堂
建
築
の
扉
口
に
存
命
の

君
主
を
世
俗
の
姿
に
て
表
す
な
ど
、
か
つ
て
な
い
大
胆
な
手
段
に
よ
っ
て
、

本
聖
堂
に
は
視
覚
の
上
で
も
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
と
の
関
係
性
が
刻
印
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　

あ
わ
せ
て
、
ウ
ィ
ー
ン
宮
廷
の
諸
聖
人
礼
拝
堂
に
参
事
会
が
設
立
さ
れ

た
点
も
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
礼
拝
堂
は
、
一
三
五
六
年
に
ル
ー
ド
ル
フ

四
世
が
宮
廷
の
西
塔
に
建
設
し
た
も
の
で
あ
り
、
諸
聖
人
の
日
で
あ
る
十

一
月
一
日
に
大
公
が
こ
の
部
屋
で
誕
生
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
な
ら
ば
14
、

こ
れ
が
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
個
人
を
称
揚
す
る
た
め
の
礼
拝
堂
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
一
三
五
八
年
七
月
に
父
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
二
世
が
歿

し
、
そ
の
後
継
者
と
な
っ
た
直
後
、
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
は
こ
の
諸
聖
人
礼

拝
堂
を
参
事
会
聖
堂
（K

ollegiatskirche

）
へ
と
昇
格
さ
せ
る
許
可
を
教
皇

よ
り
得
る
15
。
さ
ら
に
大
公
は
一
三
六
五
年
三
月
、
こ
の
諸
聖
人
参
事
会

（Allerheiligenkapitel

）
を
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
聖
堂
へ
と
移
し
16
、
本
聖
堂

内
陣
を
諸
聖
人
へ
捧
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
も
っ
て
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン

聖
堂
は
パ
ッ
サ
ウ
司
教
か
ら
は
独
立
し
た
参
事
会
を
有
す
る
に
至
り
、
司

教
座
昇
格
に
一
歩
近
づ
い
た
と
言
え
、
な
お
か
つ
、
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
お

図6 同、外陣南扉口《ジンガー門》、ルードルフ
四世像と紋章持ち像

図5 ウィーン、シュテファン聖堂、外陣北
扉口《司教門》
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よ
び
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
文
脈
が
、
都
市
ウ
ィ
ー
ン
の
聖
堂
に
組
み
込
ま

れ
た
と
解
釈
で
き
よ
う
17
。

　

ル
ー
ド
ル
フ
四
世
の
第
三
の
策
は
、
歴
史
的
建
築
図
像
の
利
用
で
あ

る
。
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
聖
堂
の
霊
廟
化
と
司
教
座
昇
格
へ
向
け
た
施
策
は
、

先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
同
時
代
の
皇
帝
カ
ー
ル
四
世
の
策
を
模
倣
し
、

発
展
さ
せ
な
が
ら
進
め
ら
れ
た
。
し
か
し
建
築
芸
術
と
し
て
見
た
と
き
、

ウ
ィ
ー
ン
と
プ
ラ
ハ
は
対
照
的
と
も
い
え
る
手
本
を
選
ん
で
い
る
。
カ
ー

ル
四
世
は
大
聖
堂
造
営
の
手
本
を
同
時
代
フ
ラ
ン
ス
の
ゴ
シ
ッ
ク
大
聖
堂

に
求
め
、
当
地
か
ら
棟
梁
を
招
き
、
建
設
に
当
た
ら
せ
た
（
図
2
）。
そ

の
理
由
は
、
皇
帝
が
パ
リ
宮
廷
で
養
育
さ
れ
た
経
歴
に
あ
る
と
さ
れ
る
。

一
方
、
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
の
建
築
の
手
本
は
、
ド
イ
ツ
の
皇
帝
大
聖
堂

（K
aiserdom

）
で
あ
っ
た
（
図
3
）。
皇
帝
大
聖
堂
と
は
、
ラ
イ
ン
川
流
域

に
建
設
さ
れ
た
ロ
マ
ネ
ス
ク
期
の
皇
帝
霊
廟
を
指
す
概
念
で
あ
る
18
。
と

り
わ
け
シ
ュ
パ
イ
ア
ー
大
聖
堂
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
始
祖
ル
ー
ド
ル

フ
一
世
の
墓
所
で
も
あ
る
。
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
は
同
時
代
の
皇
帝
に
啓
発

さ
れ
つ
つ
も
、
建
築
形
式
の
手
本
を
歴
史
に
求
め
た
わ
け
で
あ
る
。

　

建
築
図
像
を
考
え
る
上
で
重
要
と
な
る
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
聖
堂
の
特
徴
の

ひ
と
つ
が
、
西
構
え
（W

estw
erk

）
の
み
、
十
三
世
紀
の
も
の
が
残
さ
れ

た
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
中
世
聖
堂
建
築
に

お
い
て
西
側
部
分
は
、
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
や
礼
拝
堂
を
備
え
、
扉
口
と
複
数

の
塔
を
も
つ
堅
固
な
建
造
物
と
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
半
ば
独
立
し

た
構
造
物
は
西
構
え
と
呼
ば
れ
、
皇
帝
大
聖
堂
の
特
徴
の
ひ
と
つ
に
数
え

ら
れ
る
。
バ
ー
ベ
ン
ベ
ル
ク
家
の
統
治
下
で
建
設
さ
れ
た
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン

聖
堂
の
西
構
え
は
、
お
そ
ら
く
オ
ッ
ト
ー
朝
期
に
建
設
さ
れ
た
パ
ッ
サ
ウ

大
聖
堂
を
手
本
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
19
。
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
は
こ
の
西

構
え
を
取
り
壊
し
て
建
て
直
す
の
で
は
な
く
、
そ
の
両
側
に
二
重
礼
拝
堂

を
建
設
す
る
と
い
う
驚
く
べ
き
発
想
に
よ
り
、
内
陣
と
同
じ
幅
ま
で
拡
張

さ
せ
た
20
。
換
言
す
れ
ば
、
象
徴
的
な
西
構
え
を
バ
ー
ベ
ン
ベ
ル
ク
家
か

ら
受
け
継
ぎ
、
そ
こ
に
増
築
し
た
二
重
礼
拝
堂
を
、
前
述
の
と
お
り
ハ
プ

ス
ブ
ル
ク
一
族
を
表
す
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
や
彫
刻
な
ど
で
飾
る
こ
と
に
よ

り
、
君
主
権
の
継
承
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
諸

聖
人
参
事
会
が
置
か
れ
た
の
も
、
こ
の
西
構
え
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
西

構
え
に
は
幾
重
に
も
政
治
的
意
味
が
付
与
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

本
聖
堂
の
建
築
図
像
に
お
け
る
、
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
が
、
複
数
の
塔

を
備
え
る
点
で
あ
る
。
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
は
ま
ず
、
内
陣
の
南
側
に
塔
の

建
設
を
始
め
た
。
こ
の
と
き
対
と
な
る
北
塔
も
構
想
さ
れ
て
い
た
は
ず
で

あ
る
。
新
し
い
南
北
の
塔
と
、
西
構
え
に
元
来
備
わ
っ
て
い
た
双
塔
と
あ

わ
せ
て
、
本
聖
堂
は
四
基
の
塔
を
備
え
る
こ
と
と
な
る
。
な
お
、
多
塔
も

ロ
マ
ネ
ス
ク
期
に
お
け
る
皇
帝
大
聖
堂
を
特
徴
付
け
る
要
素
で
あ
る
21
。

こ
の
よ
う
に
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
権
威
を
示
す
の
に
ふ
さ
わ
し
い
と
判

断
さ
れ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ネ
ス
ク
に
お
け
る
皇
帝
大
聖
堂
の
伝
統

的
形
式
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
南
塔
の
ス
タ
イ
ル
を
見
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、

少
な
く
と
も
最
初
に
建
設
さ
れ
た
下
層
部
分
は
、
プ
ラ
ハ
大
聖
堂
か
ら
影

響
を
受
け
た
最
新
の
パ
ル
ラ
ー
・
ゴ
シ
ッ
ク
の
様
式
だ
っ
た
と
わ
か
る
22
。

す
な
わ
ち
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
は
、同
時
代
の
皇
帝
と
、歴
史
上
の
皇
帝
の
そ

れ
ぞ
れ
か
ら
、建
築
の
形
式
や
象
徴
性
、ス
タ
イ
ル
を
貪
欲
に
取
り
込
み
、
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自
身
の
権
力
を
象
徴
す
る
聖
堂
の
建
設
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

2.
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
は
「
遂
行
者
」
か

　

続
い
て
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
の
造
営
を
検
討
し
、
問
題
の
所
在
を

確
認
し
た
い
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
に
よ
る
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
聖
堂
の
造
営

は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ル
ー
ド
ル
フ

四
世
の
計
画
を
忠
実
に
実
行
し
た
か
に
思
わ
れ
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世

は
、
ド
イ
ツ
王
に
選
出
さ
れ
た
六
年
後
の
一
四
四
六
年
に
造
営
を
開
始
し
、

ま
ず
外
陣
に
ヴ
ォ
ー
ル
ト
と
屋
根
を
架
け
、
一
四
五
〇
年
に
は
北
塔
に
着

手
し
た
23
。
と
り
わ
け
北
塔
の
着
工
は
、
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
の
計
画
に
忠

実
で
あ
る
証
と
見
な
さ
れ
て
き
た
（
図
7
）24
。
な
ぜ
な
ら
、
後
述
す
る

よ
う
に
南
塔
が
計
画
よ
り
も
巨
大
化
し
、
ほ
と
ん
ど
独
立
し
た
モ
ニ
ュ
メ

ン
ト
と
な
っ
た
い
ま
、
聖
堂
全
体
の
不
調
和
を
懸
念
し
て
北
塔
の
建
設
を

放
棄
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
え
て
北
塔
を
建
設
し
た
こ
と
が
、
ル
ー
ド
ル

フ
四
世
に
よ
る
多
塔
計
画
に
回
帰
す
る
た
め
と
理
解
さ
れ
た
か
ら
で
あ

る
25
。
事
実
、
北
塔
は
南
塔
の
形
式
と
デ
ザ
イ
ン
を
受
け
継
い
で
お
り
、

そ
の
点
に
お
い
て
は
原
案
に
忠
実
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

だ
が
北
塔
以
外
の
造
営
を
観
察
す
る
と
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
の
方
針

は
、
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
の
計
画
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
と
判
断
せ
ざ
る
を
得

な
い
。
そ
れ
が
顕
著
な
の
は
、第
一
に
、一
族
の
霊
廟
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト

に
お
い
て
で
あ
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
の
墓
碑
は
現
在
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン

聖
堂
に
あ
る
が
、
設
置
は
墓
主
の
歿
後
の
こ
と
で
あ
り
、
生
前
の
皇
帝
は

別
の
聖
堂
を
墓
所
と
す
る
計
画
を
立
て
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
26
。
第
二
に
、
外
陣
に
採
用
さ
れ
た
段
形
ホ
ー
ル
と
い
う
建
築
タ
イ
プ

で
あ
る
（
図
8
）。
段
形
ホ
ー
ル
と
は
、
各
廊
の
天
井
高
が
等
し
い
ホ
ー

ル
式
聖
堂
に
対
し
、
身
廊
部
分
の
天
井
の
み
を
高
く
し
た
建
築
タ
イ
プ
の

こ
と
で
、
階
段
状
の
断
面
を
特
徴
と
す
る
。
バ
シ
リ
カ
式
聖
堂
も
身
廊
の

み
上
方
へ
突
出
し
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
天
井
部
に
採
光
窓
が
嵌
め
込

ま
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
段
形
ホ
ー
ル
と
は
異
な
る
。
段
形
ホ
ー
ル
も

ル
ー
ド
ル
フ
四
世
の
計
画
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
研
究
者
も
い
る
が
27
、

し
か
し
こ
の
建
築
タ
イ
プ
が
実
際
に
建
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
十
五

世
紀
中
葉
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
ゆ
え
に
十
四
世
紀
の
段
階
で
す
で
に
考

案
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
。

　

段
形
ホ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
に
よ
る
刷
新
と
い
う

図7 ウィーン、シュテファン聖堂、北塔



ハプスブルク史の中のゴシック大聖堂

13

よ
り
、
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
の
計
画
の
翻
案
と
解
釈
す
る
こ
と
も
確
か
に
可

能
か
も
し
れ
な
い
。
多
く
の
先
行
研
究
が
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
の
原
案
を
尊

重
す
る
中
で
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
の
積
極
的
介
入
を

認
め
た
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
゠
リ
ー
ガ
ー
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
の
政
治
や

芸
術
に
お
け
る
姿
勢
を
「
回
顧
的
（retrospektive

）」
と
評
し
た
28
。
回
顧

的
建
築
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
た
と
え
ば
グ
ラ
ー
ツ
の
宮
廷
礼
拝

堂
（
一
七
八
六
年
よ
り
大
聖
堂
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世

の
下
で
一
四
三
八
年
か
ら
一
四
四
九
年
に
か
け
て
建
設
さ
れ
た
。
外
陣
は
、

ド
イ
ツ
・
ゴ
シ
ッ
ク
特
有
の
複
雑
な
ヴ
ォ
ー
ル
ト
の
架
け
ら
れ
た
ホ
ー
ル

で
は
な
く
、
直
線
を
主
体
と
す
る
明
瞭
な
形
状
の
ネ
ッ
ト
・
ヴ
ォ
ー
ル

ト
の
架
け
ら
れ
た
段
形
ホ
ー
ル
と
な
っ
て
お
り
、
長
堂
内
陣
が
備
わ
る
。

ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
゠
リ
ー
ガ
ー
は
こ
の
空
間
を
、
十
三
世
紀
の
交
差
ヴ
ォ
ー

ル
ト
を
架
し
た
バ
シ
リ
カ
と
、
十
四
世
紀
の
ホ
ー
ル
と
の
ジ
ン
テ
ー
ゼ
と

解
し
た
29
。
さ
ら
に
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
聖
堂
の
外
陣
に
つ
い
て
も
同
様
に
、

ル
ー
ド
ル
フ
四
世
の
計
画
を
十
五
世
紀
の
造
形
言
語
で
実
行
し
た
も
の
と

見
な
し
た
30
。

　

中
世
の
大
聖
堂
建
設
は
、
し
ば
し
ば
長
期
に
及
ぶ
。
そ
の
た
め
、
当
初

の
計
画
を
次
の
時
代
の
造
形
言
語
で
実
行
す
る
と
い
う
の
は
、
珍
し
い
こ

と
で
は
な
い
。
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
も
、
言
う

な
れ
ば
、
歴
史
的
皇
帝
大
聖
堂
の
形
式
を
同

時
代
の
造
形
言
語
で
実
行
し
て
い
た
。
し
た

が
っ
て
次
世
代
の
後
継
者
が
、
ル
ー
ド
ル
フ

四
世
の
計
画
を
同
時
代
の
造
形
言
語
で
実
行

し
た
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
計
画
の
遂
行
と

見
な
す
判
断
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
筆

者
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
の
造
営
は
翻
案

に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
ル
ー
ド
ル
フ
四

世
の
計
画
を
超
え
、
独
自
の
意
図
を
示
す
も

の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
以
下
で
は
フ
リ
ー

ド
リ
ヒ
三
世
の
造
営
目
的
と
そ
の
解
釈
に
つ

い
て
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

図8 ウィーン、シュテファン聖堂、内部、東を望む

図9 同、西トリビューン
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3.

都
市
と
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家

　

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
は
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
の
計
画
を
単
純
に
継
承
し
た

わ
け
で
は
な
く
、
独
自
の
意
図
に
基
づ
い
た
改
編
を
施
し
て
い
る
。
そ
も

そ
も
造
営
に
際
し
て
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
は
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
と
同
じ

立
場
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
聖
堂
へ
諸
聖
人
参
事
会

が
移
さ
れ
て
間
も
な
く
、
状
況
は
一
変
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
三
六
五

年
七
月
、
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
が
二
十
六
歳
の
若
さ
で
歿
す
る
と
、
そ
の
弟

た
ち
は
共
同
統
治
を
拒
み
、
一
三
七
九
年
よ
り
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
分
割
し

て
統
治
に
当
た
っ
た
。
す
な
わ
ち
兄
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
三
世
は
ウ
ィ
ー
ン
を

は
じ
め
と
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
北
部
を
、
弟
レ
オ
ポ
ル
ト
三
世
は
南
部

（
内
オ
ー
ス
ト
リ
ア
）
を
継
承
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
が
兄
の
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
系
と
弟
の
レ
オ
ポ
ル
ト
系
へ

と
分
裂
し
た
こ
と
は
、
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
聖
堂
造
営
に
ふ
た
つ
の
影
響
を
及

ぼ
し
た
と
言
え
る
。
第
一
に
、
こ
の
騒
動
に
よ
り
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
は
聖

堂
造
営
に
注
力
で
き
な
く
な
り
31
、
代
わ
り
に
ウ
ィ
ー
ン
市
民
が
造
営
を

率
い
る
よ
う
に
な
っ
た
32
。
彼
ら
は
建
設
途
中
の
南
塔
を
取
り
壊
し
て
デ

ザ
イ
ン
を
変
更
し
、
当
時
の
欧
州
で
一
番
高
い
塔
と
な
る
ま
で
に
巨
大
化

さ
せ
、
一
四
三
三
年
に
完
成
さ
せ
た
（
図
１
）33
。
概
し
て
ゴ
シ
ッ
ク
後

期
は
、
都
市
市
民
が
経
済
力
を
つ
け
、
市
庁
舎
や
ホ
ー
ル
な
ど
を
建
設
し

た
時
代
で
あ
る
。
聖
堂
に
お
い
て
は
単
塔
が
好
ま
れ
、
こ
れ
が
都
市
の
シ

ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
た
（
図
４
）34
。
し
た
が
っ
て
ウ
ィ
ー
ン
の
シ
ュ
テ

フ
ァ
ン
聖
堂
に
お
い
て
、
南
塔
の
み
を
計
画
よ
り
も
巨
大
化
さ
せ
た
と
い

う
こ
と
は
、
支
配
者
的
な
性
格
を
帯
び
た
多
塔
を
拒
否
し
、
市
民
的
な
単

塔
、
ひ
い
て
は
市
民
的
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
が
目
指
さ
れ
た
と
解
釈
さ
れ
る
の

で
あ
る
35
。

　

分
割
統
治
が
聖
堂
造
営
に
与
え
た
第
二
の
影
響
は
、
や
が
て
本
聖
堂

を
完
成
さ
せ
る
レ
オ
ポ
ル
ト
系
の
君
主
を
、
一
時
的
で
あ
る
に
せ
よ
、

ウ
ィ
ー
ン
か
ら
引
き
離
し
た
こ
と
に
あ
る
。
ウ
ィ
ー
ン
を
継
承
し
た
ア
ル

ブ
レ
ヒ
ト
系
が
断
絶
し
、
レ
オ
ポ
ル
ト
系
が
ウ
ィ
ー
ン
を
含
む
オ
ー
ス
ト

リ
ア
を
統
治
す
る
ま
で
の
経
緯
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
一
四
三
七

年
、
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
系
の
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
五
世
は
、
舅
で
あ
る
皇
帝
ジ
ギ

ス
ム
ン
ト
の
歿
後
、
そ
の
後
継
と
し
て
ド
イ
ツ
王
に
着
任
し
た
。
こ
れ
は

ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
系
が
躍
進
す
る
好
機
に
も
思
わ
れ
た
が
、
し
か
し
ア
ル
ブ

レ
ヒ
ト
五
世
は
就
任
直
後
の
一
四
三
九
年
、
急
逝
す
る
。
同
系
は
翌
年
誕

生
し
た
ラ
デ
ィ
ス
ラ
ウ
ス
・
ポ
ス
ト
ゥ
ム
ス
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
、
こ
の

幼
子
の
後
見
人
を
務
め
た
の
が
、
レ
オ
ポ
ル
ト
系
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世

で
あ
っ
た
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
は
一
四
四
〇
年
ド
イ
ツ
王
に
選
出
さ
れ
、

一
四
五
二
年
、
ロ
ー
マ
で
皇
帝
の
戴
冠
を
受
け
た
。
さ
ら
に
一
四
五
七
年
、

ラ
デ
ィ
ス
ラ
ウ
ス
の
急
死
を
受
け
て
、
都
市
ウ
ィ
ー
ン
を
は
じ
め
と
す
る

ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
系
の
遺
産
を
継
承
す
る
。
こ
う
し
て
ウ
ィ
ー
ン
は
新
た
に

迎
え
た
レ
オ
ポ
ル
ト
系
の
皇
帝
の
下
で
、
一
四
六
八
年
、
司
教
座
都
市
と

な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
レ
オ
ポ
ル
ト
系
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
は
、
ア
ル
ブ

レ
ヒ
ト
系
の
支
配
が
続
い
た
ウ
ィ
ー
ン
に
お
い
て
新
参
者
で
あ
り
、
な
お

か
つ
十
五
世
紀
は
自
意
識
を
持
っ
た
市
民
が
台
頭
す
る
時
代
で
あ
っ
た
。
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こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
が
君
主
と
し
て
の
独
自
の
意

図
を
造
営
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
36
、

ゆ
え
に
先
行
研
究
に
お
い
て
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
は
自
由
意
志
を
発
揮

で
き
な
か
っ
た
と
見
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
逆
境
こ

そ
が
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
に
よ
る
積
極
的
な
介
入
の
動
機
に
な
っ
た
と

筆
者
は
考
え
る
。
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
が
皇
帝
カ
ー
ル
四
世
に
対
抗
し
た
よ

う
に
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
に
と
っ
て
ウ
ィ
ー
ン
市
民
こ
そ
対
峙
す
べ
き

存
在
で
あ
り
、
そ
の
克
服
手
段
の
ひ
と
つ
が
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
聖
堂
造
営

だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
無
論
の
こ
と
、
本
聖
堂
の
造
営
を
主
導

し
、
そ
し
て
、
こ
れ
を
司
教
座
聖
堂
へ
と
昇
格
さ
せ
た
だ
け
で
も
、
す
で

に
ウ
ィ
ー
ン
に
対
し
て
皇
帝
の
力
を
示
す
こ
と
に
成
功
し
た
と
評
価
で
き

る
。
だ
が
、
さ
ら
に
造
形
面
で
も
、
権
威
の
表
象
へ
の
創
意
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
聖
堂
造
営
に
つ
い
て
再
考
す
る
前
に
、
フ
リ
ー
ド
リ

ヒ
三
世
と
親
密
だ
っ
た
都
市
に
お
け
る
聖
堂
造
営
を
観
察
し
た
い
。
フ

リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
と
ウ
ィ
ー
ン
市
民
が
緊
張
関
係
に
あ
っ
た
の
に
対
し
、

ヴ
ィ
ー
ナ
ー
・
ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
や
グ
ラ
ー
ツ
な
ど
レ
オ
ポ
ル
ト
系
の
宮

廷
都
市
で
は
事
情
が
異
な
る
。
特
に
前
者
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
が

も
っ
と
も
親
愛
の
情
を
抱
い
て
い
た
都
市
と
言
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、

ウ
ィ
ー
ン
と
時
を
同
じ
く
し
て
ヴ
ィ
ー
ナ
ー
・
ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
に
も
司

教
座
が
置
か
れ
た
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。
先
述
の
、
皇
帝
自
身

が
生
前
に
計
画
し
た
墓
所
と
し
て
も
っ
と
も
有
力
視
さ
れ
る
の
は
、
一
四

四
四
年
に
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
に
よ
っ
て
本
都
市
に
建
設
さ
れ
た
シ
ト
ー

派
の
新
修
道
院
聖
堂
で
あ
る
。
一
四
五
六
年
に
歿
し
た
皇
帝
の
長
男
ク
リ

ス
ト
フ
が
本
聖
堂
内
陣
に
埋
葬
さ
れ
た
の
を
筆
頭
に
、
そ
の
後
も
幼
い
子

供
た
ち
や
、
一
四
六
七
年
に
三
十
一
歳
で
歿
し
た
皇
妃
エ
レ
オ
ノ
ー
レ
が

葬
ら
れ
た
37
。
し
た
が
っ
て
皇
帝
自
身
も
こ
の
聖
堂
を
永
眠
の
地
と
考
え

て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
も
ち
ろ
ん
選
択
肢
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
シ
ュ
テ

フ
ァ
ン
聖
堂
を
レ
オ
ポ
ル
ト
系
の
霊
廟
に
し
、
ウ
ィ
ー
ン
に
お
け
る
君
主

権
の
継
承
を
強
調
す
る
策
も
検
討
さ
れ
た
は
ず
だ
が
、
そ
れ
を
選
ば
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、ウ
ィ
ー
ン
お
よ
び
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
系
へ
の
迎
合

を
拒
み
、ヴ
ィ
ー
ナ
ー･

ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
を
拠
点
に
対
等
な
関
係
性
を

築
こ
う
と
し
た
現
れ
と
も
解
さ
れ
よ
う
。
な
お
墓
所
と
な
っ
た
本
修
道
院

聖
堂
も
、
司
教
座
の
置
か
れ
た
本
都
市
の
大
聖
堂
も
、
ヴ
ォ
ー
ル
ト
な
ど

が
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
の
標
語（D

evise

）で
あ
る
「AEIO

U

」38
お
よ
び

紋
章
で
飾
ら
れ
る
こ
と
で
、
皇
帝
と
の
密
接
な
関
係
性
が
強
調
さ
れ
て
い

る
。

　

ヴ
ィ
ー
ナ
ー
・
ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
に
お
い
て
皇
帝
と
も
っ
と
も
所
縁
深

い
聖
堂
は
、
宮
廷
の
ゲ
オ
ル
ク
礼
拝
堂
で
あ
ろ
う
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世

は
一
四
三
七
年
か
ら
一
四
六
一
年
に
か
け
て
宮
廷
の
改
築
に
取
り
組
ん
で

お
り
、
こ
の
と
き
西
翼
二
階
に
設
け
ら
れ
た
の
が
、
ゲ
オ
ル
ク
礼
拝
堂
で

あ
る
。
一
四
六
九
年
に
ウ
ィ
ー
ン
と
ヴ
ィ
ー
ナ
ー
・
ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
の

司
教
座
昇
格
の
勅
諭
が
出
さ
れ
た
際
、
あ
わ
せ
て
教
皇
よ
り
聖
ゲ
オ
ル
ク

騎
士
団
設
立
の
許
可
も
下
り
、
一
四
七
九
年
、
こ
の
騎
士
団
の
本
拠
地
が

本
礼
拝
堂
に
置
か
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
本
礼
拝
堂
の
政
治
性
が
い
っ
そ

う
増
す
こ
と
に
な
る
。
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ゲ
オ
ル
ク
礼
拝
堂
に
は
、
極
め
て
象
徴
的
な
形
式
が
採
用
さ
れ
た
。
第

一
に
設
置
場
所
で
あ
る
。
礼
拝
堂
が
置
か
れ
た
の
は
、
宮
廷
の
西
翼
と
い

う
、
い
わ
ば
西
構
え
に
相
当
す
る
場
所
で
39
、
な
お
か
つ
こ
れ
が
都
市
側

に
面
す
る
こ
と
か
ら
、
宮
廷
の
フ
ァ
サ
ー
ド
も
兼
ね
る
こ
と
に
な
る
。
第

二
に
、
階
下
の
城
門
と
一
体
化
し
た
独
特
の
形
式
ゆ
え
、
凱
旋
門
の
ご
と

き
40
力
強
さ
を
備
え
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
（
図
10
）。
第
三
に
《
紋
章
壁
》

と
呼
ば
れ
る
東
外
壁
装
飾
で
あ
る
（
図
11
）。
す
な
わ
ち
礼
拝
堂
東
の
大

窓
の
周
囲
は
、
皇
帝
の
統
治
下
に
あ
っ
た
地
域
を
表
す
紋
章
な
ど
総
計
一

〇
七
帖
も
の
紋
章
に
よ
っ
て
埋
め
尽
く
さ
れ
、
下
部
中
央
に
は
フ
リ
ー
ド

リ
ヒ
三
世
像
が
立
ち（
図
12
）、
左
右
の
天
使
像
が
皇
帝
の
標
語「AEIO

U

」

と
「
一
四
五
三
」
の
年
記
を
掲
げ
る
。《
紋
章
壁
》
の
形
式
は
、
聖
堂
装
飾

で
は
な
く
、
ル
ー
ド

ル
フ
四
世
の
一
三
五

九
年
の
印
章
と
い
う

世
俗
の
図
像
が
そ
の

着
想
源
と
し
て
指
摘

さ
れ
て
い
る
41
。
こ

の
よ
う
に
ゲ
オ
ル
ク

礼
拝
堂
で
は
、
聖
堂

に
似
つ
か
わ
し
く
な

い
、
世
俗
的
か
つ
プ

ロ
パ
ガ
ン
ダ
的
な
表

象
が
観
察
さ
れ
る
。

図10 ヴィーナー･ノイシュタット宮廷、ゲ
オルク礼拝堂、1440～1460年頃、西面

図11 同、東面、《紋章壁》

図12 同、東面、《紋章壁》部分、フリードリ
ヒ三世像
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聖
堂
装
飾
の
伝
統
を
逸
脱
し
た
と
も
言
え
る
君
主
の
強
力
な
自
己
顕
示
は
、

既
述
の
と
お
り
す
で
に
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
が
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
聖
堂
で
示
し

た
も
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
は
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
を
範

と
し
つ
つ
、
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
宮
廷
都
市
の
聖
堂
に
て
、
こ
れ
を
さ

ら
に
発
展
さ
せ
た
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

4.

皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
の
造
営
コ
ン
セ
プ
ト

　

改
め
て
ウ
ィ
ー
ン
の
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
聖
堂
を
観
察
し
よ
う
。
本
聖
堂
に

も
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
の
自
己
顕
示
の
表
象
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

わ
か
り
や
す
い
例
は
、
等
身
大
の
彫
像
《
聖
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス
》
で
あ

る
（
図
13
）。
こ
れ
は
内
陣
主
祭
壇
脇
の
柱
に
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
も

の
で
、
幼
子
を
肩
に
渡
河
す
る
様
子
が
表
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
顔
は
フ

リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
の
肖
像
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
聖
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス

は
皇
帝
が
敬
愛
し
た
聖
人
で
、
皇
帝
の
墓
碑
に
登
場
す
る
ほ
か
、
グ
ラ
ー

ツ
宮
廷
礼
拝
堂
に
も
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
の
扮
し
た
同
聖
人
像
の
壁
画
が

現
存
す
る
。

　

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
の
自
己
顕
示
は
、
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
聖
堂
の
西
構
え

の
改
編
に
も
認
め
ら
れ
る
。
既
述
の
と
お
り
、
本
聖
堂
の
西
構
え
は
ル
ー

ド
ル
フ
四
世
が
バ
ー
ベ
ン
ベ
ル
ク
家
か
ら
受
け
継
ぎ
、
宮
廷
に
由
来
す
る

諸
聖
人
参
事
会
を
置
い
た
場
所
で
あ
り
、
十
四
世
紀
か
ら
す
で
に
政
治
的

意
味
を
担
う
部
分
で
あ
っ
た
。
こ
の
西
構
え
に
、
一
四
六
〇
年
頃
、
皇

帝
は
西
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
を
設
け
た
（
図
９
）42
。
皇
帝
席
と
し
て
の
ト
リ

ビ
ュ
ー
ン
は
、
遡
れ
ば
カ
ー
ル
大
帝
の
ア
ー
ヘ
ン
宮
廷
礼
拝
堂
に
も
観
察

さ
れ
る
象
徴
的
な
機
能
を
備
え
る
。
そ
の
た
め
フ

リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
は
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
を
特
に
重
視
し

て
い
た
よ
う
で
、
た
と
え
ば
ヴ
ィ
ー
ナ
ー
・
ノ
イ

シ
ュ
タ
ッ
ト
の
司
教
座
聖
堂
に
お
い
て
唯
一
、
内
陣

脇
の
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
に
大
掛
か
り
な
改
修
の
手
が
入

り
、
皇
帝
の
標
語
と
紋
章
で
飾
ら
れ
た
。
ま
た
同
宮

廷
の
ゲ
オ
ル
ク
礼
拝
堂
で
は
南
北
に
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン

が
設
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
皇
帝
と
皇
妃
の
席
と
し
て

使
用
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
聖
堂
に

戻
ろ
う
。
皇
帝
は
さ
ら
に
、
西
構
え
の
フ
ァ
サ
ー
ド

に
元
来
あ
っ
た
小
さ
な
円
形
窓
に
代
わ
り
、
尖
頭
の

図13 ニコラウス･ゲルハールト派　
《聖クリストフォルス（フリー
ドリヒ三世の肖像）》1470/80年
頃、ウィーン、シュテファン聖堂、
内陣
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大
窓
を
穿
っ
た
43
。
こ
れ
に
よ
り
光
が
皇
帝
席
の
背
後
か
ら
差
し
込
む
よ

う
に
な
る
44
。
さ
ら
に
皇
帝
席
の
東
側
、
す
な
わ
ち
前
方
に
は
、
強
力
な

方
向
性
を
有
す
る
段
形
ホ
ー
ル
式
の
外
陣
が
建
設
さ
れ
た
（
図
８
）。
こ

の
段
形
ホ
ー
ル
に
は
複
雑
に
編
ま
れ
た
ネ
ッ
ト
・
ヴ
ォ
ー
ル
ト
が
架
け
ら

れ
、
そ
の
効
果
と
あ
い
ま
っ
て
、
内
陣
へ
と
向
か
う
力
強
い
空
間
作
用
が

生
じ
る
。
こ
の
よ
う
に
西
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
に
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
の

権
力
の
象
徴
と
し
て
演
出
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
の
西
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
が
対
峙
す
る
の
は
、
東
の
内

陣
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
堂
で
は
東
側
の
内
陣
を
至
聖
所
と
し
て
空

間
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
頂
点
に
置
く
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
し
ば
し
ば
二

重
内
陣
や
西
構
え
を
備
え
る
ド
イ
ツ
中
世
建
築
で
は
、
東
西
で
機
能
を
分

離
さ
せ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
は
西
構
え
と
外
陣

で
自
身
の
権
威
を
強
調
し
つ
つ
、
こ
れ
を
東
側
の
、
い
ま
や
歴
史
的
な
存

在
と
な
っ
た
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
の
霊
廟
と
対
峙
さ
せ
、
自
ら
を
ハ
プ
ス
ブ

ル
ク
家
の
歴
史
の
中
に
組
み
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
、
改
め
て
北
塔
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
皇
帝

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
に
よ
る
北
塔
の
着
工
に
お
い
て
、
な
る
ほ
ど
先
行
研

究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
の
計
画
を
継
承
す
る
と
い
う

行
為
そ
の
も
の
が
重
視
さ
れ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
よ
り
強
い

動
機
と
し
て
、
南
塔
を
完
成
さ
せ
た
市
民
に
対
抗
す
る
目
的
が
あ
っ
た
と

考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
市
民
的
単
塔
を
拒
否
し
皇
帝
の
存

在
感
を
示
す
た
め
に
多
塔
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
が
選
ば
れ
、
皇
帝
大
聖
堂

の
理
念
が
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
北
塔
扉
口
は
参
事
会
員
の
出

入
り
口
と
し
て
特
別
な
役
割
が
与
え
ら
れ
た
45
。
た
だ
し
北
塔
建
設
は
滞

り
な
く
進
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
一
四
五
〇
年
の
着
工
後
、
お
そ
ら

く
す
ぐ
さ
ま
造
営
は
中
断
さ
れ
、
一
四
六
七
年
の
再
開
と
一
五
一
一
年
の

中
断
を
経
て
、
一
五
五
六
年
の
ク
ー
ポ
ラ
の
架
設
を
も
っ
て
造
営
は
放

棄
さ
れ
た
46
。
こ
れ
は
、
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
象
徴
で
も
あ
る
高
い
塔
が
、

翻
っ
て
ゴ
シ
ッ
ク
大
聖
堂
そ
の
も
の
が
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
君
主
に
と
っ
て

興
味
の
対
象
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
47
。

　

し
か
し
な
が
ら
ル
ネ
サ
ン
ス
の
君
主
に
と
っ
て
、
ゴ
シ
ッ
ク
大
聖
堂
の

価
値
が
完
全
に
失
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
、
次
の
事
実
と
作
例
で

も
っ
て
示
し
た
い
。
第
一
に
、
一
五
一
三
年
、
皇
帝
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
一

世
が
父
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
の
墓
碑
を
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
大
聖
堂
に
設
置
さ

せ
た
行
為
で
あ
る
48
。
そ
の
狙
い
は
明
ら
か
に
、
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
以
来

の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
霊
廟
を
継
承
す
る
こ
と
で
あ
り
、
本
聖
堂
の
担
う

象
徴
性
が
一
族
の
称
揚
に
際
し
て
有
効
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第

二
に
、
版
画
連
作
《
皇
帝
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
の
凱
旋
門
》
で
あ
る
（
図

14
）。
こ
れ
は
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
が
複
数
の
画
家
に
制
作
さ
せ
た
大

型
版
画
で
、
二
百
点
ち
か
い
版
木
か
ら
構
成
さ
れ
、
一
辺
が
三
メ
ー
ト
ル

に
も
及
ぶ
。
巨
大
な
建
造
物
の
中
央
に
掲
げ
ら
れ
た
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
の

系
譜
図
の
、
壁
面
に
紋
章
を
整
然
と
並
べ
る
形
式
は
、
先
行
研
究
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、《
紋
章
壁
》
を
た
だ
ち
に
想
起
さ
せ
よ
う
（
図
15
）49
。
あ

わ
せ
て
本
作
品
は
明
ら
か
に
、
大
規
模
建
築
が
も
つ
権
力
の
象
徴
性
、
お

よ
び
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
が
つ
く
り
あ
げ
た
君
主
の
表
象
を
継
承
し
て
お

り
、
ゴ
シ
ッ
ク
大
聖
堂
が
い
ま
だ
価
値
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
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る
。
た
だ
し
そ
の
価
値
を
担
う
媒
体
が
、
大
量
の
複
製
と
広
い
流
通
を
可

能
に
す
る
版
画
へ
と
変
化
し
た
こ
と
が
、
ゴ
シ
ッ
ク
の
終
焉
と
ル
ネ
サ
ン

ス
の
到
来
を
告
げ
る
の
で
あ
る
。

結
論

　

本
稿
で
は
、
二
人
の
君
主
に
よ
る
ウ
ィ
ー
ン
の
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
大
聖
堂

造
営
の
検
討
を
通
じ
、
ゴ
シ
ッ
ク
大
聖
堂
が
担
っ
た
権
威
の
表
象
と
そ
の

変
化
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
先
行
研
究
に
て
大
公
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
と
皇

帝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
は
、
そ
れ
ぞ
れ
大
聖
堂
造
営
に
お
け
る
「
創
設
者
」

と
「
遂
行
者
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
も
っ
ぱ
ら
前
者
の
功
績
が
重
視
さ
れ

る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
考
察
の
結
果
、
後
者
も
単
な
る
計
画
の
実
行

者
な
ど
で
は
な
く
、
野
心
を
持
ち
造
営
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
が
わ

か
っ
た
。

　

ル
ー
ド
ル
フ
四
世
は
、
同
時
代
お
よ
び
過
去
の
皇
帝
に
よ
る
大
聖
堂
を

範
と
し
て
、
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
聖
堂
を
介
し
、
権
威
の
象
徴
と
ハ
プ
ス
ブ
ル

ク
家
を
結
び
付
け
た
。
す
な
わ
ち
ロ
マ
ネ
ス
ク
期
に
お
け
る
皇
帝
大
聖
堂

の
伝
統
が
ゴ
シ
ッ
ク
大
聖
堂
へ
と
引
き
継
が
れ
つ
つ
、
さ
ら
に
は
そ
こ

に
、
司
教
座
昇
格
の
た
め
の
機
能
と
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
私
的
な
文
脈

が
組
み
込
ま
れ
た
。
い
わ
ば
、
ロ
マ
ネ
ス
ク
の
皇
帝
大
聖
堂
が
新
し
い
時

代
の
要
請
を
受
け
改
編
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
造
営
さ
れ
た
大
聖

堂
、
お
よ
び
、
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
と
い
う
改
編
の
主
体
は
、
次
世
紀
に

な
っ
て
も
象
徴
的
価
値
を
有
し
て
い
た
。
都
市
の
成
長
と
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク

図14 アルブレヒト・デューラーほか《皇帝マ
クシミリアン一世の凱旋門》1515年、木
版画連作

図15 同、部分
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家
の
事
情
の
変
化
に
応
じ
る
必
要
の
あ
っ
た
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
は
、
こ

の
象
徴
的
価
値
を
利
用
し
、
ル
ー
ド
ル
フ
四
世
と
自
身
を
対
峙
さ
せ
る
こ

と
で
、
ウ
ィ
ー
ン
の
新
し
い
支
配
者
と
し
て
の
権
威
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

や
が
て
ル
ネ
サ
ン
ス
の
幕
開
け
に
と
も
な
い
、
ゴ
シ
ッ
ク
大
聖
堂
は
か
つ

て
の
重
要
性
を
失
う
も
、
そ
こ
に
蓄
積
さ
れ
た
歴
史
ゆ
え
に
、
新
し
い
文

脈
の
中
で
な
お
も
存
在
意
義
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
よ
う

に
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
史
の
中
で
、
ゴ
シ
ッ
ク
大
聖
堂
は
象
徴
的
価
値
を
獲
得

し
、
変
化
さ
せ
、
権
威
の
表
象
に
寄
与
し
た
の
で
あ
る
。

付
記
：
本
稿
は
二
〇
一
九
〜
二
〇
二
一
年
度
科
学
研
究
費
基
金
・
若
手
研

究「
ド
イ
ツ
・
ゴ
シ
ッ
ク
に
お
け
る
王
権
表
象
の
変
遷
―
―
建
築
・
彫
刻
・

版
画
」（
研
究
課
題
番
号
：19K

12996

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
す
。
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